


一関市もち食PRキャラクター及びロゴマークの使用方法について

令和５年11月17日

一関市もち食ＰＲキャラクター及びロゴマークは、もち食によるシティプロモーションを推進し、市内外、そして幅広い世代に対して当地方のもち食文化の魅力を伝え、一関市の知名度や好感度を向上させることを目的に制作いたしました。
以下の利用規約等をご確認の上、一関市のもち食ＰＲのため広くご使用ください。
【 利 用 規 約 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
１．画像データは、一関市のもち食のＰＲ並びに観光振興に寄与する目的で使用する場合に限り使用できるものとします。
なお、次の場合は使用を禁止します。
1 公序良俗に反するもの
2 犯罪行為に結びつくもの
3 第三者等の著作権を侵害するもの
4 第三者等の財産、プライバシー等を侵害するもの
5 その他、法律に反するもの
6 第三者等を誹謗中傷するもの
7 選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似するもの及び公職選挙法に抵触するもの
２．画像データの著作権は一関市又は画像データ提供者に帰属します。よって善意を持って著作権保護に努め、画像データの管理を行ってください。
なお、著作権法等の法令に抵触するなど、悪質な使用の場合には法的措置を講ずる場合があります。
３．画像データの二次加工は、原則として禁止します。
ただし、観光宣伝物や出版物、販売促進の資料における使用のため、被写体のイメージを損なわない範囲でのトリミング及び画質補正はこの限りではありません。
４．画像自体を営利目的で使用することは禁止します。
（例）画像データ素材の販売や賃貸、画像データ自体に商品性が依存するもの（画像データ集、カレンダー、絵はがき等）の製造・販売など。
５．本画像データの使用は、使用者の責任にて行ってください。
画像データの使用により損害又は不利益が生じた場合、一関市または画像データ提供者はその損害又は不利益について、いかなる責任も負いません。

【 留 意 事 項 】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一関市もち食ＰＲキャラクター及びロゴマークを使用する者（以下「使用者」という。）は、次の各号に掲げる事項を遵守していただきます。
１．デザイン、色、縦横の比率は、変更しないこと。
２．使用者は、承諾を受けた用途にのみ使用すること。
３．使用者は、商標法（昭和34年法律第127号）による商標登録、意匠法（昭和34年法律第125号）による意匠登録など、著作物に関する自己の権利を新たに設定または登録しないこと。
４．使用者は、この許可によって生じる権利および義務を第三者に譲渡、継承しないこと。
５．１回の申請による使用許可は、１回に限ること。
使用期間内であっても、使用目的が異なる場合には、再度の申請が必要であること。
６．画像データは、使用後速やかに破棄すること。
７．制作物には、著作権表示をすること。
表示の例・・・「提供：一関市・一関もち食推進会議」
８．使用料は、無料であること。

【使用申請の方法】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一関市もち食ＰＲキャラクター及びロゴマーク使用する場合には、あらかじめ使用申請書に必要な書類を添付して、市長に提出し、その許可を受ける必要があります。
ただし、次の①～③のいずれかに該当する場合は、この限りではありません。
1 本市がその業務の目的で使用する場合
2 市内の学校、保育園および幼稚園が教育などの目的で使用する場合
3 報道機関が報道および広報の目的で使用する場合​

​



【申請書の提出先】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
使用申請書へ必要事項をご記入いただき、使用見本の画像データを併せて添付の上、一関市商工労働部観光物産課までメール送信いただくか、郵送もしくはご持参にてご提出ください。

【使用申請の承諾】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
使用許可書によって申請者に通知いたします。

【成果品の提出】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
画像データを印刷物等に使用した場合は、その成果品（又は写し）を一関市商工労働部観光物産課（〒021-8501　岩手県一関市竹山町7番2号）あてに一部ご恵与ください。
また、ホームページ等で使用した場合は、当該ＵＲＬ等をお知らせください。

【申請・問い合わせ先】                                                                           
[bookmark: _Hlk135645110]〒021-8501　岩手県一関市竹山町7-2　一関市商工労働部観光物産課
　　電話：0191-21-8415　　FAX：0191-31-3037
　　メール：kanko@city.ichinoseki.iwate.jp
　　問い合わせ受付時間：平日９時～17時





[bookmark: _Hlk151129949]一関市もち食ＰＲキャラクター・ロゴマーク使用申請書
 年　　月　　日

一関市長　様

申請者 住所
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　連絡先

下記のとおり、一関市もち食ＰＲキャラクター・ロゴマークを使用したいので、申請します。
記
１．使用する画像データ
· 一関市もち食ＰＲキャラクター（一関もち食べられ隊「もっちーず」）
· 一関市もち食ＰＲロゴマーク
２．使用目的
□ 発行物に掲載
発行物名称： 有料／無料（どちらかに○を）
発行日：
使用目的：
· ホームページに掲載する
       ホームページタイトル：
ホームページアドレス 
使用目的： 
□その他　
使用目的： 
３．使用期間
年　　月　　日 ～ 　　年　　月　　日
※本申請書による使用許可は１回限りとし、使用期間内であっても、使用目的が異なる場合には、再度の申請が必要です。
※権利を第三者に譲渡することを禁じます。
※画像データを使用した場合は、使用後速やかにデータを破棄するようお願いします。
※著作権表示をお願いします。（表示の例・・・「提供：一関市・一関もち食推進会議」）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
一関市もち食ＰＲキャラクター・ロゴマーク使用許可書
 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　様
　　　年　　月　　日付けで、申請のあった一関市もち食ＰＲキャラクター・ロゴマークの使用について許可します。

令和　年　月　日
一関市長　
